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介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の 

「みなし指定」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高松市内の施設に入所する住所地特例適用被保険者は、高松市の被保険者と同様に利用することができる。

H27.4 .1

予防利用者は段階的
に総合事業に移行

みなし　【総合事業（介護予防訪問介護相当サービス）】
H27.3.31の時点で介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所は、総合事業（介護予防訪問介護相当サービス）のみなし指定を受けている。

【指定有効期間】　H27.4.1からH30.3.31まで。
【他市町村の被保険者（※）の利用】　利用可能。
・指定更新の時点で他市町村の被保険者が引き続き利用している場合は、該当者の保険者市町村に対しても指定更新申請が必要。
・H30.4.1以降の他市町村の被保険者の新規の受け入れは、当該保険者市町村に対して指定申請が必要（高松市の同意は要しない）。
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高松市介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業） 

 

１．介護保険制度改正の趣旨 

 

 

留意点 

・ 「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」の実施時期は市町村により異

なるが、平成２９年４月までには全ての市町村で実施し、要支援者の、予防給付から新

しい総合事業への移行は遅くとも平成３０年３月末までに完了する。 

・ 高松市では平成２８年１０月から実施している。要支援者の、予防給付から新しい総

合事業への移行は、平成２８年１０月から平成２９年９月までの１年間で段階的に行っ

ており、平成２９年９月末で移行を完了する。（４ページ参照） 

・ 介護予防訪問介護、介護予防通所介護が「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい

総合事業）」による訪問型サービス、通所型サービスに移行することで 

①要支援認定を受けた方に加え、要支援認定を受けずに、基本チェックリストによる

判定で事業対象者となった方も利用できる（手続きの簡素化）。 

②市町村が地域の実情に応じ、独自に基準や報酬を定めたサービスを展開できる。 

 

 

 

○予防短期入所生活介護
○予防福祉用具貸与　　　　　　等

○予防訪問介護

○予防通所介護

介護予防・日常生活
支援総合事業（新しい
総合事業）
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２．新しい総合事業の構成 

 

 

※ 上記のとおり、介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）は、要支援者及

び基本チェックリスト該当者（事業対象者）を対象とした「介護予防・生活支援サービ

ス事業」と、全ての高齢者等を対象とした「一般介護予防事業」からなります。 

本日の集団指導では「介護予防・生活支援サービス事業」のみを扱います。 

以下、本資料で単に「総合事業」と表記した場合、高松市が実施する「介護予防・生

活支援サービス事業」を指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行相当

・現行相当 ①介護予防通所介護相当サービス

①介護予防訪問介護相当サービス
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３．総合事業の対象者（高松市の被保険者の場合） 

 

 

 

 

 

留意点 

・ 上記のとおり、高松市の被保険者は平成２９年９月末までに全員が移行を完了する。 

・ 他市町村の被保険者（住所地特例対象者を除く）については、上記の高松市のスケジ

ュールによらず、保険者である市町村での移行時期が適用されるため、平成３０年３月

まで従来の介護予防通所介護の利用者が残る可能性がある。 

・ 住所地特例対象者に対しては、保険者である市町村ではなく、施設が所在する市町村

の移行時期が適用される。 
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４．高松市の訪問型サービスのメニュー 

 

 

 

 

５．高松市の通所型サービスのメニュー 
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６．高松市の訪問型サービスの事業者指定について 

 

※上記の、みなし指定による介護予防訪問介護相当サービス事業所を以下「みなし指定事業所」という。 

留意点 

【定款及び登記の変更】 

・ 総合事業の指定申請の際、申請者の定款及び法人登記簿の（事業）目的欄には以下の

ような記載が求められる。 

  ※営利法人、一般社団法人等の所管・監督官庁のない法人の場合 

    記載例①：介護保険法に基づく第１号訪問事業 

    記載例②：介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業 

  ※医療法人や社会福祉法人等の所管・監督官庁のある法人の場合 

     定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、各法人所管・監督官庁

への確認が必要となる。 

 

・ みなし指定事業所は、指定更新（平成３０年４月１日）までに、上記の、定款及び登

記の変更が必要となる。 

・ 従来の「介護予防訪問介護事業」の記載は平成３０年４月まで削除できない。高松市

の被保険者は平成２９年９月まで、他市の被保険者は平成３０年３月まで予防訪問介護

の利用者が残っている可能性があるため。 
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７．基準及び報酬について 

 

予防給付

みなし指定 みなし指定以外

サービスコード（種類） 61 Ａ1 Ａ2 Ａ3 ─ ―

事業所番号
介護予防訪
問介護と同じ

３７Ａから始まる
新規の番号

３７Ａから始まる
新規の番号

─ ―

サービス内容
入浴、排せつ、食事等の身体介護

掃除、洗濯、買い物等の生活援助

（A-1）　・・・生活援助

（A-2）　・・・生活援助

　　　　　　　　（調理、配下膳を除く）

（A-3）・・（A-2）と同じ

生活援助
（草抜き等、予防給付対象外

の内容も含む）

C（Ⅰ）・・閉じこもりに対する支援等

C（Ⅱ）・・自主トレーニング提案等

サービス提供時間
生活機能向上に係る目標の達
成状況に応じて必要な程度の量

１回あたり６０分程度 １回あたり６０分まで １回あたり６０分程度

対象者 ・要支援１、２
・事業対象者
・要支援１、２

・事業対象者
・要支援１、２

・事業対象者
・要支援１、２

人員の基準
（詳細省略）

管理者　１

サービス提供責任者
利用者数に応じて必要とされている

人数

訪問介護員
常勤換算方法で２．５以上

管理者　１

訪問事業責任者　必要数

従事者　必要数

従事者　必要数

C（Ⅰ）・・保健師又は看護職員
のいずれか一名。必要に応じて管

理栄養士、歯科衛生士等も可。

C（Ⅱ）・・理学療法士又は作業
療法士のいずれか一名。

設備の基準
①事業の運営に必要な広さを有
する専用の区画
②必要なその他の設備・備品

同左 同左 ―

運営の基準

①個別サービス計画の作成
②重要事項等の説明・同意
③提供拒否の禁止
④秘密保持
　　　　　　　　　　　　　ほか

①個別サービス計画の作
成（加算を算定する場合等）
②重要事項等の説明・同意
③─
④秘密保持
　　　　　　　　　　　　　ほか

①─
②─
③─
④秘密保持
　　　　　　　　　　　　　ほか

①個別サービス計画の作成
②重要事項等の説明・同意
③─
④秘密保持
　　　　　　　　　　　　　ほか

地域単価 １単位＝１０．２１円（７級地） 同左 ─ ―

自己負担 １割又は２割 同左 サービス提供者が設定 ―

支給限度額管理 あり 同左 なし ―

単価設定の単位 １月当たり １回当たり ─ ―

利用回数の上限

・介護予防訪問介護費（Ⅰ）

　　・・週１回程度（要支援１・２）

・介護予防訪問介護費（Ⅱ）

　　・・週２回程度（要支援１・２）

・介護予防訪問介護費（Ⅲ）

　　・・週３回程度以上（要支援２）

　週１回まで又は２回まで
（介護予防ケアマネジメント

による）
─ ―

単価

・介護予防訪問介護費（Ⅰ）

　　・・１,１６８単位/月

・介護予防訪問介護費（Ⅱ）

　　・・２,３３５単位/月

・介護予防訪問介護費（Ⅲ）

　　・・３,７０４単位/月

（A-1）・・２２５単位／回
（A-2）・・２００単位／回
（A-3）・・１８０単位／回

─
（立ち上げ支援、
運営補助金）

―

初回加算 ２００単位／月 ― ─ ─

生活機能向上連携加算 １００単位／月 ─ ─ ─

介護職員処遇改善加算
所定単位数×区分に応じた

加算率
─ ─ ─

介護職員初任者研修課程を修

了したサービス提供責任者の

配置
×７０％ ― ― ―

同一建物減算 ×９０％ 同左 ─ ─

特別地域加算 ＋１５％ 同左 ─ ─

中山間地域等における小規
模事業所加算

＋１０％ 同左 ─ ─

中山間地域に居住する者へ
のサービス提供加算

＋５％ 同左 ─ ─

高松市総合事業

訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

同左

同左

介護予防訪問介護
相当サービス
（現行相当）

同左

訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

・事業対象者
・要支援１、２

同左

同左

同左

報
　
　
　
酬

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

サービス種別

同左

同左

介護予防訪問介護

同左

同左
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※高松市ＨＰの以下の部分に、高松市総合事業の基準及び報酬についての詳細を掲載し

ていますので、御参照ください。 

下記ページには高松市総合事業の各種届出様式、サービスコード表、単位数表マス

タ（csv ファイル）等も掲載しています。 

 

 

高松市ＨＰ「もっと高松」→「介護保険課」→「介護保険サービス事業者の皆様へ」→

「高松市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の皆様へ」 

 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/26588.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/26588.html
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８．月額報酬の日割り算定について 

・ 総合事業の介護予防訪問介護相当サービスは、契約日・契約解除日で日割り算定する

（下表のとおり）。介護予防訪問介護とは取り扱いが異なるため注意が必要。 

 

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について 

（平成２７年３月３１日老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課／事務連絡・Ⅰ 資料９）より抜粋 

  

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。 

 ・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応じた日数による日割りとす

る。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定する。 

  ※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。 

               月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 

 
※次頁に続く 
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※前頁から 

 
※３ 訪問型サービス（みなし）は、高松市介護予防訪問介護相当サービスのみなし指定事業所を指す。 
   訪問型サービス（独自）は、高松市介護予防訪問介護相当サービスのみなし指定以外の事業所を指す。 

 

・ 「契約日」とは「実際に契約書を交わした日」ではなく「契約の効力が生じる日」を

指す。 

・ 「契約の効力が生じる日」は事業者と利用者双方の合意により決定する。契約書に明

記することが望ましい。 

・ 「契約の効力が生じる日」を初回利用日より後の日とすることはできない。 

・ 利用者が死亡した場合は、死亡日を契約解除日として取り扱う。 
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９．変更届等について 

・ 市への届出（変更届、体制届、更新申請、廃止・休止届）は、総合事業の様式で訪問

介護、予防訪問介護とは別に作成する必要がある（訪問介護、予防訪問介護の届出と同

時に提出する場合、共通する添付書類は省略できる。） 

ただし、みなし指定事業所の体制届については、平成３０年３月３１日までの間は、

一体的におこなう予防訪問介護で提出すれば、介護予防訪問介護相当サービスで提出す

る必要は無い（予防訪問介護での加算の体制状況が介護予防訪問介護相当サービスにも

適用される）。 

 

 

１０．処遇改善加算の届出について 

・ 高松市総合事業の訪問型サービスで、処遇改善加算が設けられているサービスは「介

護予防訪問介護相当サービス」のみである。（７ページ参照） 

 

①介護予防訪問介護相当サービス事業所（みなし指定） 

・ 「平成２９年度算定に係る処遇改善加算の届出」は、一体的におこなう予防訪問

介護と合算して作成するため、予防訪問介護で届出を提出すれば、介護予防訪問介

護相当サービスでの届出は不要となる。 

・ 加算算定見込み額は予防訪問介護の加算算定見込み額に合算して記載する。 

 

②介護予防訪問介護相当サービス事業所（みなし指定以外） 

・ 介護予防訪問介護相当サービスにおける「平成２９年度算定に係る処遇改善加算

の届出」の提出が必要。ただし、法人で複数のサービス（居宅サービス等を含む）

を実施している場合、これらと一括して作成することができる。 

・ 一括で作成する場合、加算算定見込み額は予防訪問介護と合算せず別段に記載す

る。 

 

 

※上記①②の取扱いは「平成２８年度算定に係る処遇改善加算の実績報告」（Ｈ２９．７提

出期限とする予定）についても同様。 
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１１．運営規程、重要事項説明書、契約書について 

・「介護予防訪問介護相当サービス」「訪問型サービスＡ」のそれぞれで運営規程、重要

事項説明書、契約書を作成する必要がある。 

ただし、訪問介護、予防訪問介護、「介護予防訪問介護相当サービス」については一

体的に作成できる。 

 

 ・従来の介護予防訪問介護の利用者は、それぞれの利用者が総合事業に移行する際に総

合事業の重要事項説明書、契約書を交わす（又は変更部分を抜粋した同意書等を交わ

す）必要がある。 

 

 

【総合事業の運営規程等を作成する場合の用語の置き換え例】 

指定介護予防訪問介護 → 介護予防・日常生活支援総合事業（高松市介護予防訪問介護相当サービス） 

             介護予防・日常生活支援総合事業（高松市訪問型サービスＡ） 

認定申請 → 認定申請又は基本チェックリスト実施申請 

要支援認定を受けた方 → 要支援認定を受けた方又は事業対象者 

保険給付 → 第一号事業支給費の支給 

介護予防支援 → 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント 

介護予防サービス計画 → 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント 

予防訪問介護計画 → 介護予防訪問介護相当サービス計画 

訪問型サービスＡ計画 

介護予防支援事業者 → 介護予防支援事業者（変更無し） 

ケアマネジャー → ケアマネジャー（変更無し） 
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１２．他市町村の被保険者の受け入れについて 

＜介護予防訪問介護相当サービス＞ 

・他市町村の被保険者（住所地特例対象者を除く。以下同じ）を受け入れる場合、当該

市町村に指定申請を行い、当該市町村の総合事業の指定を受ける必要がある。 

ただし、平成３０年３月３１日までの間は、みなし指定の事業所が他市町村の被保

険者を受け入れる場合、当該市町村に指定申請をおこなう必要はない。 

 

＜訪問型サービスＡ＞ 

・高松市独自のサービスであるため、他市町村の被保険者は利用できない。 

 

＜訪問型サービスＢ＞ 

・高松市地域包括ケア推進室へ個別に相談する。 

 

＜訪問型サービス C＞ 

・高松市地域包括支援センターへ個別に相談する。 

 

※住所地特例対象者については、保険者市町村ではなく、施設所在市町村の総合事業の

サービスを利用する（介護保険法第１１５条の４５第１項）ことから、高松市に所在する施設に

入所している住所地特例対象者は、他市町村の被保険者であっても、高松市の被保険

者と同様に高松市の総合事業を利用する。 

 

 

１３．みなし指定事業所の指定更新の手続きについて 

 

・平成３０年３月３１日が指定有効期限であり、指定有効期限までに更新の手続きが必

要となる。 

 

・同時期に多数の事業所の更新申請が集中するため、提出期間を複数に区分し、事業所

ごとに割り振る方法等を検討している（後日、別途通知）。 

 

・みなし指定事業所は指定更新までに定款及び登記の変更が必要である（６ページ参照）。 

 

【他市町村の被保険者が利用している場合】 

・みなし指定事業所は、平成３０年３月３１日までの間は、他市町村の被保険者の利用

が可能（上記１２．参照）だが、更新後も引き続き他市町村の被保険者を受け入れる

場合は、高松市に加え、当該保険者市町村に対しても更新手続きが必要となる。 


